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衆
議
院
議
員
冬
柴
鐵
三
君
提
出
柔
道
整
復
健
康
保
険
療
養
費
支
給
申
請
書
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す 

る
。 内
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衆
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一 

 



 

一
、
二
及
び
四
に
つ
い
て 

柔
道
整
復
師
の
施
術
に
係
る
療
養
費
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
年
十
二
月
に
会
計
検
査
院
か
ら
適
正
な
支
給
を
期
す
る
た 

め
、
是
正
改
善
の
処
置
を
採
る
必
要
性
に
つ
い
て
指
摘
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
医
療

保
険
審
議
会
に
柔
道
整
復
等
療
養
費
部
会
を
設
け
て
支
給
の
適
正
化
等
に
つ
い
て
審
議
を
行
い
、
平
成
七
年
九
月
に
同
部
会

か
ら
意
見
書
「
柔
道
整
復
等
の
施
術
に
係
る
保
険
給
付
に
つ
い
て
」
（
以
下
「
部
会
意
見
書
」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

部
会
意
見
書
に
お
い
て
は
、
療
養
費
の
審
査
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
「
所
定
の
申
請
書
に
よ
る
申
請
等
審
査
基
準
を 

統
一
的
に
定
め
、
そ
の
内
容
の
明
確
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
平
成
八
年
五
月
二
十
四 

 

日
付
け
保
険
発
第
八
十
三
号
厚
生
省
保
険
局
医
療
課
長
通
知
「
柔
道
整
復
師
の
施
術
に
係
る
療
養
費
の
算
定
基
準
の
改
定
に

伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
（
以
下
「
第
八
十
三
号
通
知
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
定
め
た
も 

 
 

の
で
あ
る
。 

第
八
十
三
号
通
知
は
、
柔
道
整
復
師
の
施
術
に
関
し
て
、
都
道
府
県
知
事
と
柔
道
整
復
師
又
は
柔
道
整
復
師
に
よ
り
構
成 

衆
議
院
議
員
冬
柴
鐵
三
君
提
出
柔
道
整
復
健
康
保
険
療
養
費
支
給
申
請
書
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

五
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

部
会
意
見
書
第
1
の
1
の
(3)
に
「
支
給
対
象
と
な
る
外
傷
性
疾
患
に
つ
い
て
審
査
基
準
の
統
一
等
を
図
る
必
要
が
あ

る
。
」
と
あ
る
の
は
、
外
傷
性
疾
患
の
範
囲
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
部
会
意
見
書
第
3
の
2
の
(2)
の

①
に
「
審
査
の
適
正
化
を
確
保
す
る
た
め
（
中
略
）
所
定
の
申
請
書
に
よ
る
申
請
等
審
査
基
準
を
統
一
的
に
定
め
」
と
あ
る

の
は
、
統
一
的
な
支
給
申
請
書
に
よ
り
審
査
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
旨
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

さ
れ
る
団
体
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
契
約
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
受
領
委
任
方
式
に
よ
る
療
養
費
の
支
給
制
度
に
係
る
申

請
書
（
以
下
「
支
給
申
請
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
に
つ
い
て
、
支
給
申
請
の
審
査
及
び
支
払
の
業
務
を
円
滑
か
つ
適
正
に 

 
 

行
う
た
め
に
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
十
四
条
ノ
二
の
規
定
の
施
行
に
関
す
る
主
務
大
臣
の
運

用
方
針
と
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
統
一
的
な
基
準
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
第
八
十
三
号
通
知
に
お
い
て
は
、
こ
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
審
査
上
重
要
な
部
分
で
あ
る
「
施
術
の
内
容
」
欄
に
つ

い
て
、
「
修
正
（
レ
イ
ア
ウ
ト
を
含
む
。
）
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。
」
と
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。 

第
八
十
三
号
通
知
は
、
部
会
意
見
書
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。 

四 

 



 

六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

し
た
が
っ
て
、
同
年
八
月
一
日
以
降
に
そ
の
支
給
申
請
書
が
保
険
者
に
到
着
す
る
支
給
申
請
に
つ
い
て
は
、
協
同
組
合
日
本

接
骨
師
会
の
組
合
員
が
行
う
も
の
に
つ
い
て
も
、
保
険
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
契
約
に
基
づ
く
所
定
の
支
給
申
請
書
に 

よ
っ
て
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
る
。 

御
指
摘
の
「
協
同
組
合
日
本
接
骨
師
会
」
は
、
柔
道
整
復
業
を
行
う
事
業
者
を
組
合
員
と
す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
協
同
組
合
と
し
て
平
成
二
年
六
月
三
十
日
に
設

立
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
。 

平
成
八
年
八
月
一
日
付
け
保
険
発
第
百
十
三
号
厚
生
省
保
険
局
医
療
課
長
通
知
に
よ
り
、
従
来
使
用
し
て
い
た
支
給
申
請

書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
本
年
四
月
末
日
ま
で
取
り
繕
っ
て
使
用
で
き
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
成
九
年
四
月

十
七
日
付
け
保
険
発
第
五
十
七
号
厚
生
省
保
険
局
医
療
課
長
通
知
に
よ
り
、
同
年
七
月
末
日
ま
で
に
保
険
者
に
到
着
す
る
支

給
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
様
式
を
引
き
続
き
取
り
繕
っ
て
使
用
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
実
験
調
査
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。 

五 

 



 

 

六 

八
及
び
九
に
つ
い
て 

新
様
式
は
、
部
会
意
見
書
等
を
踏
ま
え
、
医
療
保
険
制
度
の
適
正
な
運
営
を
図
る
一
環
と
し
て
、
保
険
者
が
支
給
申
請
の

審
査
及
び
支
払
の
業
務
を
迅
速
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
、
支
給
申
請
書
の
様
式
の
統
一
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
更
に
改

善
す
べ
き
点
が
あ
れ
ば
、
改
善
の
努
力
を
行
っ
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。 


